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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいず

れかに該当する場合（施行規則で定める

基準に該当するものその他の投資者の投

資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものを除く。）は、施行規

則で定めるところにより、直ちにその内

容を開示しなければならない。 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいず

れかに該当する場合（施行規則で定める

基準に該当するものその他の投資者の投

資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものを除く。）は、施行規

則で定めるところにより、直ちにその内

容を開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する

機関が、次のａからａｔまでに掲げる

事項のいずれかを行うことについての

決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含

む。） 

（１） 上場会社の業務執行を決定する

機関が、次のａからａｔまでに掲げる

事項のいずれかを行うことについての

決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含

む。） 

ａ～ａｆ （略） ａ～ａｆ （略） 

ａｇ 削除 ａｇ 特定債務等の調整の促進のため

の特定調停に関する法律（平成１１

年法律第１５８号）に基づく特定調

停手続による調停の申立て 

ａｈ～ａｔ （略） ａｈ～ａｔ （略） 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実

のいずれかが発生した場合 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実

のいずれかが発生した場合 

ａ～ｍ （略） ａ～ｍ （略） 

ｍの２ 円滑な事業再生を図るための

事業者の金融機関等に対する債務の

調整の手続等に関する法律（令和７

年法律第６７号）に基づく対象債権

者集会における権利変更議案の決議

が、議決権者の全ての同意により成

立したこと又は同法第２７条第１項

に基づき裁判所の認可の決定により

成立したこと。 

（新設） 
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ｎ～ｘ （略） ｎ～ｘ （略） 

  

（子会社等の情報の開示） （子会社等の情報の開示） 

第４０３条 上場会社は、その子会社等が

次の各号のいずれかに該当する場合（第

１号に掲げる事項及び第２号に掲げる事

実にあっては施行規則で定める基準に該

当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認

めるものを、第３号ａに定める法第１６

６条第２項第５号に掲げる事項及び第３

号ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして取引

規制府令で定める基準に該当するものを

除く。）は、施行規則で定めるところに

より、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

第４０３条 上場会社は、その子会社等が

次の各号のいずれかに該当する場合（第

１号に掲げる事項及び第２号に掲げる事

実にあっては施行規則で定める基準に該

当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認

めるものを、第３号ａに定める法第１６

６条第２項第５号に掲げる事項及び第３

号ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして取引

規制府令で定める基準に該当するものを

除く。）は、施行規則で定めるところに

より、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

（１） 上場会社の子会社等の業務執行

を決定する機関が、当該子会社等につ

いて次のａからｕまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わ

ないことを決定した場合を含む。） 

（１） 上場会社の子会社等の業務執行

を決定する機関が、当該子会社等につ

いて次のａからｕまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わ

ないことを決定した場合を含む。） 

ａ～ｑ （略） ａ～ｑ （略） 

ｒ 削除 ｒ 特定債務等の調整の促進のための

特定調停に関する法律に基づく特定

調停手続による調停の申立て 

ｓ～ｕ （略） ｓ～ｕ （略） 

（２）上場会社の子会社等に次のａから

ｎまでに掲げる事実のいずれかが発生

した場合 

（２）上場会社の子会社等に次のａから

ｎまでに掲げる事実のいずれかが発生

した場合 

ａ～ｊ （略） ａ～ｊ （略） 

ｊの２ 円滑な事業再生を図るための

事業者の金融機関等に対する債務の

（新設） 
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調整の手続等に関する法律に基づく

対象債権者集会における権利変更議

案の決議が、議決権者の全ての同意

により成立したこと又は同法第２７

条第１項に基づき裁判所の認可の決

定により成立したこと。 

ｋ～ｎ （略） ｋ～ｎ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

  

（少数株主の賛成割合等の開示）  

第４１１条の２ ４０％以上の議決権を保

有する者として施行規則で定める株主を

有する上場会社は、株主総会において取

締役の選任議案（会社提案議案に限

る。）が決議された場合、次の各号に掲

げる事項を遅滞なく開示しなければなら

ない。 

（新設） 

（１） 各取締役の選任議案に対する少

数株主（施行規則で定める少数株主を

いう。以下この条において同じ。）の

賛成、反対及び棄権の意思の表示に係

る議決権の数並びに賛成の意思の表示

に係る議決権の割合 

 

（２） ４０％以上の議決権を保有する

者として施行規則で定める株主（当該

施行規則の定めるところにより議決権

を合算する株主を含む。）の概要 

 

（３） 少数株主の反対理由の把握に向

けた取締役会における対応方針（第１

号に規定する賛成の意思の表示に係る

議決権の割合が５０％を超えない選任

議案が存在する場合に限る。） 

 

２ 前項第３号に掲げる事項を開示した上

場会社は、前項における選任議案が決議

された株主総会の日の翌日から起算して
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６か月以内に、次の各号に掲げる事項を

開示しなければならない。 

（１） 前項第３号の規定により開示し

た対応方針の実施状況 

 

（２） 少数株主から得られた反対理由

の概要 

 

（３） 追加的な施策の必要性及び施策

の内容 

 

  

（適時適切な会社情報の開示の実践） （適時適切な会社情報の開示の実践） 

第４１１条の３ （略） 第４１１条の２ （略） 

  

（会社情報の当取引所への説明） （会社情報の当取引所への説明） 

第４１３条 上場会社は、第４０２条から

第４１１条の３までの規定に基づき会社

情報の開示を行う場合は、あらかじめ当

取引所に当該開示に係る内容を説明する

ものとする。 

第４１３条 上場会社は、第４０２条から

第４１１条の２までの規定に基づき会社

情報の開示を行う場合は、あらかじめ当

取引所に当該開示に係る内容を説明する

ものとする。 

  

（開示前における自社のウェブサイト等

での会社情報の取扱い） 

（開示前における自社のウェブサイト等

での会社情報の取扱い） 

第４１３条の２ 上場会社は、第４０２条

から第４１１条の３までの規定に基づき

開示が求められる会社情報についてイン

ターネットを利用して公衆による閲覧が

できる状態に置こうとするときは、次条

の定めるところにより当該会社情報が開

示された時以後にこれを行うものとす

る。ただし、アクセス制御機能（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成

１１年法律第１２８号）第２条第３項に

規定するアクセス制御機能をいう。）を

付加するなど公衆による当該会社情報の

開示前の閲覧を制限するための措置を講

じる場合は、この限りでない。 

第４１３条の２ 上場会社は、第４０２条

から第４１１条の２までの規定に基づき

開示が求められる会社情報についてイン

ターネットを利用して公衆による閲覧が

できる状態に置こうとするときは、次条

の定めるところにより当該会社情報が開

示された時以後にこれを行うものとす

る。ただし、アクセス制御機能（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成

１１年法律第１２８号）第２条第３項に

規定するアクセス制御機能をいう。）を

付加するなど公衆による当該会社情報の

開示前の閲覧を制限するための措置を講

じる場合は、この限りでない。 
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（会社情報の開示の方法） （会社情報の開示の方法） 

第４１４条 第４０２条から第４１１条の

３までの規定に基づく会社情報の開示

は、ＴＤｎｅｔ（当取引所の適時開示情

報伝達システムをいう。以下同じ。）を

利用して行うものとする。 

第４１４条 第４０２条から第４１１条の

２までの規定に基づく会社情報の開示

は、ＴＤｎｅｔ（当取引所の適時開示情

報伝達システムをいう。以下同じ。）を

利用して行うものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前各項の規定にかかわらず、第４０２

条から第４１１条の３までの規定に基づ

く会社情報の開示は、ＴＤｎｅｔの稼働

に支障が生じた場合その他当取引所が必

要があると認める場合には、当取引所が

その都度定める方法により行うものとす

る。 

５ 前各項の規定にかかわらず、第４０２

条から第４１１条の２までの規定に基づ

く会社情報の開示は、ＴＤｎｅｔの稼働

に支障が生じた場合その他当取引所が必

要があると認める場合には、当取引所が

その都度定める方法により行うものとす

る。 

６ （略） ６ （略） 

７ 上場会社は、施行令第３０条第１項第

２号の規定に基づく重要事実等又は公開

買付け等事実の当取引所への通知及び同

項第４号の規定に基づく公開買付け等事

実の当取引所への通知を行う場合には、

第４０２条から第４１１条の３までの規

定に基づく会社情報の開示に係る方法に

より行うものとする。 

７ 上場会社は、施行令第３０条第１項第

２号の規定に基づく重要事実等又は公開

買付け等事実の当取引所への通知及び同

項第４号の規定に基づく公開買付け等事

実の当取引所への通知を行う場合には、

第４０２条から第４１１条の２までの規

定に基づく会社情報の開示に係る方法に

より行うものとする。 

８ （略） ８ （略） 

  

（開示内容の変更又は訂正） （開示内容の変更又は訂正） 

第４１６条 上場会社は、第４０２条から

第４１１条の３まで又は前条第３項の規

定に基づき開示した内容について変更又

は訂正すべき事情が生じた場合は、直ち

に当該変更又は訂正の内容を開示しなけ

ればならない。 

第４１６条 上場会社は、第４０２条から

第４１１条の２まで又は前条第３項の規

定に基づき開示した内容について変更又

は訂正すべき事情が生じた場合は、直ち

に当該変更又は訂正の内容を開示しなけ

ればならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第８０６条 （略） 第８０６条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第４０１条、第４１１条の３及び第４

１３条から第４１６条までの規定は、第

２項から前項までの規定に基づく開示に

ついて準用する。 

７ 第４０１条、第４１１条の２及び第４

１３条から第４１６条までの規定は、第

２項から前項までの規定に基づく開示に

ついて準用する。 

  

（準用規定等） （準用規定等） 

第８４２条 （略） 第８４２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第４０１条、第４１１条の３及び第４

１３条から第４１６条までの規定は、上

場優先株等、上場優先証券及び上場優先

出資証券の発行者がこの編の規定に基づ

き行う会社情報の開示について準用す

る。 

４ 第４０１条、第４１１条の２及び第４

１３条から第４１６条までの規定は、上

場優先株等、上場優先証券及び上場優先

出資証券の発行者がこの編の規定に基づ

き行う会社情報の開示について準用す

る。 

５～１０ （略） ５～１０ （略） 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第９０７条 （略） 第９０７条 （略） 

２ 上場債券の発行者は、上場債券の特性

を勘案し、第４０２条から第４０７条ま

で、第４１１条及び第４１１条の３の規

定に準じて開示を行うものとする。 

２ 上場債券の発行者は、上場債券の特性

を勘案し、第４０２条から第４０７条ま

で、第４１１条及び第４１１条の２の規

定に準じて開示を行うものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第９３０条 （略） 第９３０条 （略） 

２ 上場交換社債券の発行者（上場会社を

除く。）は、上場交換社債券の特性を勘

案し、第４０２条から第４０７条まで、

第４１１条及び第４１１条の３の規定に

準じて開示を行うものとする。 

２ 上場交換社債券の発行者（上場会社を

除く。）は、上場交換社債券の特性を勘

案し、第４０２条から第４０７条まで、

第４１１条及び第４１１条の２の規定に

準じて開示を行うものとする。 

３ （略） ３ （略） 
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（上場ＥＴＮに関する情報の開示） （上場ＥＴＮに関する情報の開示） 

第９４７条 （略） 第９４７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第４１１条の３、第４１３条から第４

１７条までの規定は、上場ＥＴＮ信託受

益証券の発行者による前項の規定に基づ

く開示について準用する。 

３ 第４１１条の２、第４１３条から第４

１７条までの規定は、上場ＥＴＮ信託受

益証券の発行者による前項の規定に基づ

く開示について準用する。 

  

（上場指標連動型ＥＴＦに関する情報の

開示） 

（上場指標連動型ＥＴＦに関する情報の

開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第４０１条、第４１１条の３、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、第２項及び第３項の規定に基

づく開示について、第４１５条及び第４

１７条の規定は、第１項に規定する者に

ついてそれぞれ準用する。 

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、第２項及び第３項の規定に基

づく開示について、第４１５条及び第４

１７条の規定は、第１項に規定する者に

ついてそれぞれ準用する。 

  

（上場内国アクティブ運用型ＥＴＦに関

する情報の開示） 

（上場内国アクティブ運用型ＥＴＦに関

する情報の開示） 

第１１０７条の２ （略） 第１１０７条の２ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第４０１条、第４１１条の３、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、第２項から第６項までの規定

に基づく開示について、第４１５条及び

第４１７条の規定は、第１項に規定する

者についてそれぞれ準用する。 

８ 第４０１条、第４１１条の２、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、第２項から第６項までの規定

に基づく開示について、第４１５条及び

第４１７条の規定は、第１項に規定する

者についてそれぞれ準用する。 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報

の開示） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報

の開示） 

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 
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７ 第４０１条、第４１１条の３、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、前各項の規定に基づく開示に

ついて、第４１５条及び第４１７条の規

定は、上場不動産投資信託証券の発行者

等についてそれぞれ準用する。 

７ 第４０１条、第４１１条の２、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、前各項の規定に基づく開示に

ついて、第４１５条及び第４１７条の規

定は、上場不動産投資信託証券の発行者

等についてそれぞれ準用する。 

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報

の開示） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報

の開示） 

第１３１２条 （略） 第１３１２条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 第４０１条、第４１１条の３、第４

１３条から第４１４条まで及び第４１６

条の規定は、前各項の規定に基づく開示

について、第４１５条及び第４１７条の

規定は、上場ベンチャーファンド発行者

等についてそれぞれ準用する。 

１１ 第４０１条、第４１１条の２、第４

１３条から第４１４条まで及び第４１６

条の規定は、前各項の規定に基づく開示

について、第４１５条及び第４１７条の

規定は、上場ベンチャーファンド発行者

等についてそれぞれ準用する。 

  

（上場カントリーファンドに関する情報

の開示） 

（上場カントリーファンドに関する情報

の開示） 

第１４１０条 （略） 第１４１０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第４０１条、第４１１条の３、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、前３項の規定に基づく開示に

ついて、第４１５条及び第４４３条の規

定は、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行者等についてそれ

ぞれ準用する。 

４ 第４０１条、第４１１条の２、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条

の規定は、前３項の規定に基づく開示に

ついて、第４１５条及び第４４３条の規

定は、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行者等についてそれ

ぞれ準用する。 

  

（上場インフラファンドに関する情報の

開示） 

（上場インフラファンドに関する情報の

開示） 

第１５１３条 （略） 第１５１３条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 第４０１条、第４１１条の３、第４ １０ 第４０１条、第４１１条の２、第４
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１３条から第４１４条まで及び第４１６

条の規定は、前各項の規定に基づく開示

について、第４１５条及び第４１７条の

規定は、上場インフラファンドの発行者

等についてそれぞれ準用する。 

１３条から第４１４条まで及び第４１６

条の規定は、前各項の規定に基づく開示

について、第４１５条及び第４１７条の

規定は、上場インフラファンドの発行者

等についてそれぞれ準用する。 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１６０４条 当取引所は、日本取引所グ

ループが第４０２条から第４０５条ま

で、第４０８条から第４１１条の３ま

で、第４１５条、第４１６条及び第８０

６条の規定による会社情報の開示を行っ

た場合には、遅滞なく金融庁長官にその

内容を報告するものとする。 

第１６０４条 当取引所は、日本取引所グ

ループが第４０２条から第４０５条ま

で、第４０８条から第４１１条の２ま

で、第４１５条、第４１６条及び第８０

６条の規定による会社情報の開示を行っ

た場合には、遅滞なく金融庁長官にその

内容を報告するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年７月１０日

から施行する。 

 

２ 改正後の第４１１条の２の規定は、令

和８年１２月１日以後に終了する事業年

度に係る定時株主総会の日から適用す

る。 

 

３ 改正後の第４０２条第２号ｍの２及び

第４０３条第２号ｊの２の規定は、令和

８年１２月１１日から適用する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

第２１１条 （略） 第２１１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第２０４条第１２項第１号に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に

掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、新規上場申請者が内

国会社である場合に限る。 

４ 規程第２０４条第１２項第１号に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に

掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、新規上場申請者が内

国会社である場合に限る。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｋ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｊ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者、業務執行者でない

取締役であった者、監査役であった

者又は会計参与であった者 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者（業務執行者でない

取締役であった者を含み、社外監査

役を独立役員として指定する場合に

あっては、監査役であった者を含

む。） 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

ｆ 過去に当該会社の主要株主の業務

執行者であった者又は当該会社が主

要株主である者の業務執行者であっ

た者 

ｆ 当該会社の主要株主（当該主要株

主が法人である場合には、当該法人

の業務執行者等（業務執行者又は過

去に業務執行者であった者をい

う。）をいう。以下この章において

同じ。） 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

ｉ 当該会社の株式を政策保有株式と

して保有している者の出身者又は当

該会社が株式を政策保有株式として

（新設） 
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保有している者の出身者 

ｊ （略） ｉ （略） 

ｋ （略） ｊ （略） 

（７） （略） （７） （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２１２条 （略） 第２１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

５ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定す

る利益の額とは、連結損益計算書等

（比較情報を除く。以下この項におい

て同じ。）に基づいて算定される利益

の額（連結財務諸表規則第６１条によ

り記載される「経常利益金額」又は

「経常損失金額」に同規則第６５条第

４項により記載される金額を加減した

金額をいう。以下同じ。）をいう。た

だし、新規上場申請者がＩＦＲＳ任意

適用会社である場合又は同規則第３１

４条若しくは同規則第３１６条の規定

の適用を受ける場合は、連結損益計算

書等に基づいて算定される利益の額に

相当する額をいうものとする。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定す

る利益の額とは、連結損益計算書等

（比較情報を除く。以下この項におい

て同じ。）に基づいて算定される利益

の額（連結財務諸表規則第６１条によ

り記載される「経常利益金額」又は

「経常損失金額」に同規則第６５条第

３項により記載される金額を加減した

金額をいう。以下同じ。）をいう。た

だし、新規上場申請者がＩＦＲＳ任意

適用会社である場合又は同規則第３１

４条若しくは同規則第３１６条の規定

の適用を受ける場合は、連結損益計算

書等に基づいて算定される利益の額に

相当する額をいうものとする。 

（２）～（１０） （略） （２）～（１０） （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

第２３８条 （略） 第２３８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第２１６条第１２項第１号に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に

４ 規程第２１６条第１２項第１号に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に
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掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、新規上場申請者が内

国会社である場合に限る。 

掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、新規上場申請者が内

国会社である場合に限る。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｋ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｊ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者、業務執行者でない

取締役であった者、監査役であった

者又は会計参与であった者 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者（業務執行者でない

取締役であった者を含み、社外監査

役を独立役員として指定する場合に

あっては、監査役であった者を含

む。） 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

ｆ 過去に当該会社の主要株主の業務執

行者であった者又は当該会社が主要株

主である者の業務執行者であった者 

ｆ 当該会社の主要株主 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

ｉ 当該会社の株式を政策保有株式と

して保有している者の出身者又は当

該会社が株式を政策保有株式として

保有している者の出身者 

（新設） 

ｊ （略） ｉ （略） 

ｋ （略） ｊ （略） 

（７） （略） （７） （略） 

  

（決定事実に係る軽微基準） （決定事実に係る軽微基準） 

第４０１条 規程第４０２条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第１号に

掲げる事項に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社

については、連結経常利益に係る基準は

第４０１条 規程第４０２条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第１号に

掲げる事項に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社

については、連結経常利益に係る基準は
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適用しない。 適用しない。 

（１）～（１０） （略） （１）～（１０） （略） 

（１１） 削除 （１１） 規程第４０２条第１号ａｇに

掲げる事項 

 上場会社の希望する調停条項におい

て調停の対象となる金銭債務の総額

が、直前連結会計年度の末日における

連結会社の債務の総額の１００分の１

０に相当する額未満であること。 

（１２）～（１４） （略） （１２）～（１４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（発生事実に係る軽微基準） （発生事実に係る軽微基準） 

第４０２条 規程第４０２条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第２号に

掲げる事実に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社

については、連結経常利益に係る基準は

適用しない。 

第４０２条 規程第４０２条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第２号に

掲げる事実に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社

については、連結経常利益に係る基準は

適用しない。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（７）の２ 規程第４０２条第２号ｍの

２に掲げる事実 

（新設） 

権利変更議案の決議の対象となる金

銭債務の総額が、直前連結会計年度の

末日における連結会社の債務の総額の

１００分の１０に相当する額未満であ

ること。 

 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（子会社等の決定事実に係る軽微基準） （子会社等の決定事実に係る軽微基準） 

第４０３条 規程第４０３条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第１号に

掲げる事項に係るものは、次の各号に掲

第４０３条 規程第４０３条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第１号に

掲げる事項に係るものは、次の各号に掲
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げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、規程第４０２条第１号

ｑに規定する上場外国会社（当取引所が

必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによるものと

し、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、規程第４０２条第１号

ｑに規定する上場外国会社（当取引所が

必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによるものと

し、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

（１）～（１３） （略） （１）～（１３） （略） 

（１４） 削除 （１４） 規程第４０３条第１号ｒに掲

げる事項 

 当該子会社等の希望する調停条項に

おいて調停の対象となる金銭債務の総

額が、直前連結会計年度の末日におけ

る連結会社の債務の総額の１００分の

１０に相当する額未満であること。 

（１５）・（１６） （略） （１５）・（１６） （略） 

  

（子会社等の発生事実に係る軽微基準） （子会社等の発生事実に係る軽微基準） 

第４０４条 規程第４０３条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第２号に

掲げる事実に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、規程第４０２条第１号

ｑに規定する上場外国会社（当取引所が

必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによるものと

し、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

第４０４条 規程第４０３条に規定する施

行規則で定める基準のうち同条第２号に

掲げる事実に係るものは、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定めること

とする。ただし、規程第４０２条第１号

ｑに規定する上場外国会社（当取引所が

必要と認める者に限る。）については、

当取引所が定めるところによるものと

し、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（７）の２ 規程第４０３条第２号ｊの

２に掲げる事実 

（新設） 

権利変更議案の決議の対象となる金

銭債務の総額が、直前連結会計年度の

末日における連結会社の債務の総額の

１００分の１０に相当する額未満であ
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ること。 

（８）～（１０） （略） （８）～（１０） （略） 

  

（少数株主の賛成割合等の開示の取扱

い） 

 

第４１３条 規程第４１１条の２第１項に

規定する４０％以上の議決権を保有する

者として施行規則で定める株主とは、次

の各号に掲げる者をいう。 

（新設） 

（１） 親会社  

（２） その他の関係会社（上場会社の

議決権の４０％以上を保有する場合に

限る。） 

 

（３） 自己の計算において所有してい

る議決権と次のａ及びｂに掲げる者が

所有している議決権とを合わせて、上

場会社の議決権の４０％以上を占めて

いる主要株主（前２号に掲げる者を除

く。） 

 

ａ 当該主要株主の近親者  

ｂ 当該主要株主及び前ａに掲げる者

が議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有している会社等及び当該会

社等の子会社 

 

２ 規程第４１１条の２第１項第１号に規

定する施行規則で定める少数株主とは、

上場会社の株主のうち前項各号に掲げる

者（第３号にあっては、同号ａ及びｂに

掲げる者を含む。）を除いた株主をい

う。 

 

  

（情報取扱責任者の届出の取扱い） （情報取扱責任者の届出の取扱い） 

第４１４条 （略） 第４１３条 （略） 

  

（削る） 第４１４条 削除 
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（コーポレート・ガバナンスに関する報

告書の取扱い） 

（コーポレート・ガバナンスに関する報

告書の取扱い） 

第４１５条 規程第４１９条第１項に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に

掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、上場会社が内国株券

の発行者である場合に限る。 

第４１５条 規程第４１９条第１項に規定

する施行規則で定めるコーポレート・ガ

バナンスに関する事項とは、次の各号に

掲げる事項をいう。ただし、第２号及び

第６号にあっては、上場会社が内国株券

の発行者である場合に限る。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｋ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

（６） 独立役員の確保の状況（独立役

員として指定する者が、次のａからｊ

までのいずれかに該当する場合は、そ

の旨及びその概要を含む。） 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者、業務執行者でない

取締役であった者、監査役であった

者又は会計参与であった者 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者（業務執行者でない

取締役であった者を含み、社外監査

役を独立役員として指定する場合に

あっては、監査役であった者を含

む。） 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

ｆ 過去に当該会社の主要株主の業務

執行者であった者又は当該会社が主

要株主である者の業務執行者であっ

た者 

ｆ 当該会社の主要株主（当該主要株

主が法人である場合には、当該法人

の業務執行者等（業務執行者又は過

去に業務執行者であった者をい

う。）をいう。） 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

ｉ 当該会社の株式を政策保有株式と

して保有している者の出身者又は当

該会社が株式を政策保有株式として

保有している者の出身者 

（新設） 

ｊ （略） ｉ （略） 

ｋ （略） ｊ （略） 

（７） （略） （７） （略） 
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２ （略） ２ （略） 

  

（開示を要する決定事実に係る書類の提

出） 

（開示を要する決定事実に係る書類の提

出） 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条

第１号に掲げる事項のうち次の各号に掲

げる事項について決議又は決定（取締役

会で決議したこと（代表取締役の専決事

項である場合にあっては、代表取締役が

所要の手続に従い決定したことをいい、

監査等委員会設置会社にあっては、取締

役が決定したことを含み、指名委員会等

設置会社にあっては、執行役が決定した

ことを含む。）をいう。以下この条及び

次条において同じ。）を行った場合に

は、当該各号に定めるところに従い、当

取引所に書類の提出を行うものとする。

ただし、規程第２編第４章第２節の規定

に基づき行う会社情報の開示により、当

取引所に提出すべき書類に記載すべき内

容が十分に開示されていると認められる

場合であって、当取引所が適当と認める

ときは、当該書類の提出を要しないもの

とする。 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条

第１号に掲げる事項のうち次の各号に掲

げる事項について決議又は決定（取締役

会で決議したこと（代表取締役の専決事

項である場合にあっては、代表取締役が

所要の手続に従い決定したことをいい、

監査等委員会設置会社にあっては、取締

役が決定したことを含み、指名委員会等

設置会社にあっては、執行役が決定した

ことを含む。）をいう。以下この条及び

次条において同じ。）を行った場合に

は、当該各号に定めるところに従い、当

取引所に書類の提出を行うものとする。

ただし、規程第２編第４章第２節の規定

に基づき行う会社情報の開示により、当

取引所に提出すべき書類に記載すべき内

容が十分に開示されていると認められる

場合であって、当取引所が適当と認める

ときは、当該書類の提出を要しないもの

とする。 

（１）～（１０） （略） （１）～（１０） （略） 

（１１） 規程第４０２条第１号ｙに掲

げる事項 

（１１） 規程第４０２条第１号ｙに掲

げる事項 

当該上場会社が発行者である株券等

の公開買付けにより当該株券等が上場

廃止となる見込みがある場合又は公開

買付者が当該上場会社の役員、当該上

場会社の役員の依頼に基づき公開買付

けを行う者であって当該上場会社の役

員と利益を共通にする者、当該上場会

社の支配株主若しくは第４３６条の３

当該上場会社が発行者である株券等

の公開買付けにより当該株券等が上場

廃止となる見込みがある場合又は公開

買付者が当該上場会社の役員、当該上

場会社の役員の依頼に基づき公開買付

けを行う者であって当該上場会社の役

員と利益を共通にする者、当該上場会

社の支配株主若しくは第４３６条の３
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第３項第１号から第４号までに掲げる

者である場合は、当事会社以外の者で

あって、企業価値又は株価の評価に係

る専門的知識及び経験を有するもの

が、買付け等の価格に関する見解を記

載した書面 作成後直ちに 

  ただし、上場外国会社である場合に

は、提出を要しないものとする。 

第３項各号に掲げる者である場合は、

当事会社以外の者であって、企業価値

又は株価の評価に係る専門的知識及び

経験を有するものが、買付け等の価格

に関する見解を記載した書面 作成後

直ちに 

  ただし、上場外国会社である場合に

は、提出を要しないものとする。 

（１２）～（１７） （略） （１２）～（１７） （略） 

  

（上場内国会社の上場維持基準の取扱

い） 

（上場内国会社の上場維持基準の取扱

い） 

第５０１条 （略） 第５０１条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 規程第５０１条第３項に規定する施行

規則で定める期間とは、次の各号に掲げ

る基準の区分に従い、当該各号に定める

期間（以下この条において「改善期間」

という。）をいう。ただし、市況全般が

急激に悪化した場合であって、当該期間

によることが適当でないと認めたとき

は、当取引所がその都度定める期間とす

る。 

７ 規程第５０１条第３項に規定する施行

規則で定める期間とは、次の各号に掲げ

る基準の区分に従い、当該各号に定める

期間（以下この条において「改善期間」

という。）をいう。ただし、市況全般が

急激に悪化した場合であって、当該期間

によることが適当でないと認めたとき

は、当取引所がその都度定める期間とす

る。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 規程第５０１条第１項第１号

ｄ、第２号ｄ又は第３号ｅ 

（５） 規程第５０１条第１項第１号

ｄ、第２号ｄ又は第３号ｅ 

審査対象事業年度の末日の翌日から

起算して１年を経過する日（当該１年

を経過する日が上場会社の事業年度の

末日に当たらないときは、当該１年を

経過する日の後最初に到来する事業年

度の末日）までの期間。ただし、次の

ａ、ｂ又はｄに定める場合は当取引所

が適当と認める期間、次のｃに定める

場合は審査対象事業年度の末日の翌日

審査対象事業年度の末日の翌日から

起算して１年を経過する日（当該１年

を経過する日が上場会社の事業年度の

末日に当たらないときは、当該１年を

経過する日の後最初に到来する事業年

度の末日）までの期間。ただし、次の

ａ、ｂ又はｄに定める場合は当取引所

が適当と認める期間、次のｃに定める

場合は審査対象事業年度の末日の翌日
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から起算して１年を経過する日（当該

１年を経過する日において上場後４年

が経過していない場合は、上場後４年

経過後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間とする。 

から起算して１年を経過する日（当該

１年を経過する日において上場後４年

が経過していない場合は、上場後４年

経過後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間とする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産業競争力強化法

（平成２５年法律第９８号。以下

「産競法」という。）第２条第２２

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）、円

滑な事業再生を図るための事業者の

金融機関等に対する債務の調整の手

続等に関する法律（令和７年法律第

６７号。以下「早期事業再生法」と

いう。）に基づく権利の変更又は私

的整理に関するガイドライン研究会

による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理を行うことによ

り、前項に定める純資産の額が正の

状態となることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限

る。） 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産業競争力強化法

（平成２５年法律第９８号。以下

「産競法」という。）第２条第２１

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）又は

私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことに

より、前項に定める純資産の額が正

の状態となることを計画している場

合（当取引所が適当と認める場合に

限る。） 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

８ （略） ８ （略） 

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が

適当と認める場合に適合するかどうかの

審査は、審査対象事業年度（前項の規定

の適用を受ける場合には、前項に定める

場合に該当することとなった事業年度）

の末日から起算して３か月以内に、再建

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が

適当と認める場合に適合するかどうかの

審査は、審査対象事業年度（前項の規定

の適用を受ける場合には、前項に定める

場合に該当することとなった事業年度）

の末日から起算して３か月以内に、再建
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計画（第７項第５号ｂに定める、第６項

に定める純資産の額が正の状態となるた

めの計画を含む。）を公表している上場

会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画及び次の各号に定める書類に

基づき行う。 

計画（第７項第５号ｂに定める、第６項

に定める純資産の額が正の状態となるた

めの計画を含む。）を公表している上場

会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画及び次の各号に定める書類に

基づき行う。 

（１） 次のａからｄまでの場合の区分

に従い、当該ａからｄまでに規定する

書面 

（１） 次のａからｃまでの場合の区分

に従い、当該ａからｃまでに規定する

書面 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 産競法第２条第２２項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）を行う場合 

ｂ 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）を行う場合 

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面 

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面 

ｃ 早期事業再生法に基づく権利の変

更を行う場合 

（新設） 

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面（裁判所による認可の決定を要す

る場合、当該認可を得ているものであ

ることを証する書面を含む。） 

 

ｄ （略） ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（株式会社地域経済活性化支援機構が再

生支援をする会社が発行する株券等の

取扱い） 

（株式会社地域経済活性化支援機構が再

生支援をする会社が発行する株券等の

取扱い） 

第７１９条 （略） 第７１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第７０７条第１項に定める被支援 ３ 規程第７０７条第１項に定める被支援
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会社である上場会社が発行する株券等に

ついての、第５０１条第７項第５号ｂの

規定の適用については、同ｂを次のとお

りとする。 

会社である上場会社が発行する株券等に

ついての、第５０１条第７項第５号ｂの

規定の適用については、同ｂを次のとお

りとする。 

ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までのいず

れかに掲げる事項を行うことによ

り、純資産の額が正の状態となるこ

とを計画している場合（当取引所が

適当と認める場合に限る。） 

ｂ 次の（ａ）から（ｄ）までのいず

れかに掲げる事項を行うことによ

り、純資産の額が正の状態となるこ

とを計画している場合（当取引所が

適当と認める場合に限る。） 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 産競法第２条第２２項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第４８条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。） 

（ｂ） 産競法第２条第２１項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第４８条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。） 

（ｃ） 早期事業再生法に基づく権利

の変更 

（新設） 

（ｄ） （略） （ｃ） （略） 

（ｅ） （略） （ｄ） （略） 

４ 規程第７０７条第１項に定める被支援

会社である上場会社が発行する株券等に

ついての、第５０１条第９項の規定の適

用については、同項を次のとおりとす

る。 

４ 規程第７０７条第１項に定める被支援

会社である上場会社が発行する株券等に

ついての、第５０１条第９項の規定の適

用については、同項を次のとおりとす

る。 

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所

が適当と認める場合に適合するかどう

かの審査は、審査対象事業年度（前項

の規定の適用を受ける場合には、前項

に定める場合に該当することとなった

事業年度）の末日から起算して３か月

以内に、再建計画（第７項第５号ｂに

定める、第６項に定める純資産の額が

正の状態となるための計画を含む。）

を公表している上場会社を対象とし、

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所

が適当と認める場合に適合するかどう

かの審査は、審査対象事業年度（前項

の規定の適用を受ける場合には、前項

に定める場合に該当することとなった

事業年度）の末日から起算して３か月

以内に、再建計画（第７項第５号ｂに

定める、第６項に定める純資産の額が

正の状態となるための計画を含む。）

を公表している上場会社を対象とし、
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上場会社が提出する当該再建計画及び

次の各号に定める書類に基づき行う。 

上場会社が提出する当該再建計画及び

次の各号に定める書類に基づき行う。 

（１） 次のａからｅまでの場合の区

分に従い、当該ａからｅまでに規定

する書面 

（１） 次のａからｄまでの場合の区

分に従い、当該ａからｄまでに規定

する書面 

ａ (略) ａ (略) 

ｂ 産競法第２条第２２項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）を行う場合 

ｂ 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）を行う場合 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面 

ｃ 早期事業再生法に基づく権利の変

更を行う場合 

（新設） 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面（裁判所による認可の決定

を要する場合、当該認可を得ている

ものであることを証する書面を含

む。） 

 

ｄ （略） ｃ （略） 

ｅ （略） ｄ （略） 

（２） (略) （２） (略) 

５ （略） ５ （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８２９条 （略） 第８２９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第８３５条第１項第４号に規定す

る純資産の額の取扱いは次の各号に定め

るところによる。 

３ 規程第８３５条第１項第４号に規定す

る純資産の額の取扱いは次の各号に定め

るところによる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（３） 規程第８３５条第１項第４号本

文に規定する施行規則で定める場合と

は、次のａ又はｂに定める場合をい

う。 

（３） 規程第８３５条第１項第４号本

文に規定する施行規則で定める場合と

は、次のａ又はｂに定める場合をい

う。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２２

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）、早

期事業再生法に基づく権利の変更又

は私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行うこと

により、純資産の額が正の状態とな

ることを計画している場合（当取引

所が適当と認める場合に限る。） 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２１

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）又は

私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことに

より、純資産の額が正の状態となる

ことを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。） 

（４） 規程第８３５条第１項第４号た

だし書に規定する施行規則で定める場

合とは、次のａ又はｂに定める場合を

いう。 

（４） 規程第８３５条第１項第４号た

だし書に規定する施行規則で定める場

合とは、次のａ又はｂに定める場合を

いう。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２２

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）、早

期事業再生法に基づく権利の変更又

は私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行うこと

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２１

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第４８条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）又は

私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことに

より、純資産の額が正の状態となる
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により、純資産の額が正の状態とな

ることを計画している場合（当取引

所が適当と認める場合に限る。） 

ことを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。） 

（５） 第３号ｂ又は前号ｂに規定する

当取引所が適当と認める場合に適合す

るかどうかの審査は、第３号ｂについ

ては規程第８３５条第１項第４号本文

に規定する純資産の額が正でない状態

となった事業年度の末日から起算して

３か月以内、前号ｂについては改善期

間の最終日から起算して３か月以内

に、再建計画（第３号ｂ又は前号ｂに

定める純資産の額が正の状態となるた

めの計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出す

る当該再建計画並びに次のａ及びｂに

定める書類に基づき行う。 

（５） 第３号ｂ又は前号ｂに規定する

当取引所が適当と認める場合に適合す

るかどうかの審査は、第３号ｂについ

ては規程第８３５条第１項第４号本文

に規定する純資産の額が正でない状態

となった事業年度の末日から起算して

３か月以内、前号ｂについては改善期

間の最終日から起算して３か月以内

に、再建計画（第３号ｂ又は前号ｂに

定める純資産の額が正の状態となるた

めの計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出す

る当該再建計画並びに次のａ及びｂに

定める書類に基づき行う。 

ａ 次の（ａ）から（ｄ）までの場合

の区分に従い、当該（ａ）から

（ｄ）までに定める書面 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合

の区分に従い、当該（ａ）から

（ｃ）までに定める書面 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 産競法第２条第２２項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第４８条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。）を行う場合 

（ｂ） 産競法第２条第２１項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第４８条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。）を行う場合 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面 

（ｃ） 早期事業再生法に基づく権利

の変更を行う場合 

（新設） 

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面（裁判所による認可の決定
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を要する場合、当該認可を得ている

ものであることを証する書面を含

む。） 

（ｄ） （略） （ｃ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年７月１０日

から施行する。 

 

２ 改正後の第２１１条第４項第６号及び

第２３８条第４項第６号の規定は、令和

９年３月１日以後に新規上場を行うこと

が見込まれる者から適用する。 

 

３ 改正後の第４１３条の規定は、令和８

年１２月１日以後に終了する事業年度に

係る定時株主総会の日から適用する。 

 

４ 改正後の第４１５条第１項第６号の規

定は、令和８年１２月１日以後に終了す

る事業年度に係る定時株主総会の日の翌

日から適用する。 

 

５ 改正後の第４０２条第１項第７号の

２、第４０４条第７号の２、第５０１条

第７項及び第９項、第７１９条第３項及

び第４項並びに第８２９条第３項の規定

は、令和８年１２月１１日から適用す

る。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

（企業行動規範違反に対する措置） （企業行動規範違反に対する措置） 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規

定に違反した場合における規程第５０８条

第１項の規定に基づく公表及び規程第５０

９条の規定に基づく上場契約違約金の徴求

の要否の判断は、次の（１）から（８）ま

でに掲げる区分に従い、当該（１）から

（８）までに掲げる事項のほか、違反の内

容、当該違反が行われた経緯、原因及びそ

の情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の

事情を総合的に勘案して行う。 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規

定に違反した場合における規程第５０８条

第１項の規定に基づく公表及び規程第５０

９条の規定に基づく上場契約違約金の徴求

の要否の判断は、次の（１）から（８）ま

でに掲げる区分に従い、当該（１）から

（８）までに掲げる事項のほか、違反の内

容、当該違反が行われた経緯、原因及びそ

の情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の

事情を総合的に勘案して行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（３）の２ 規程第４３６条の２の規定 （３）の２ 規程第４３６条の２の規定 

施行規則第４３６条の２の規定に基づ

き上場内国株券の発行者が独立役員とし

て届け出る者が、次のａからｅまでのい

ずれかに該当している場合におけるその

状況 

施行規則第４３６条の２の規定に基づ

き上場内国株券の発行者が独立役員とし

て届け出る者が、次のａからｄまでのい

ずれかに該当している場合におけるその

状況 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 当該会社の主要株主若しくはその業

務執行者又は当該会社が主要株主であ

る者の業務執行者 

（新設） 

ｄ 最近においてａから前ｃまでに該当

していた者 

ｃ 最近においてａ又は前ｂに該当して

いた者 

ｄの２ その就任の前１０年以内のいず

れかの時において次の（ａ）又は

（ｂ）に該当していた者 

ｃの２ その就任の前１０年以内のいず

れかの時において次の（ａ）又は

（ｂ）に該当していた者 

（ａ） 当該会社の親会社の業務執行

者、業務執行者でない取締役、監査

役又は会計参与 

（ａ） 当該会社の親会社の業務執行

者（業務執行者でない取締役を含

み、社外監査役を独立役員として指
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定する場合にあっては、監査役を含

む。） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｅ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれ

かに掲げる者（重要でない者を除

く。）の近親者 

ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれ

かに掲げる者（重要でない者を除

く。）の近親者 

（ａ） ａから前ｄの２までに掲げる

者 

（ａ） ａから前ｃの２までに掲げる

者 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行

者、業務執行者でない取締役、監査

役又は会計参与 

（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行

者（業務執行者でない取締役を含

み、社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、監査役を含

む。） 

（ｅ）・（ｆ） （略） （ｅ）・（ｆ） （略） 

（３）の３～（８） （略） （３）の３～（８） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行し、同年１２月１日以後に終了する事業

年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用

する。 

 

  

 

 


